
























平成２４年度環境行政の主なあゆみ 
 
 

４月 ２日 地下水位調査 
 ９日 公共用水域及び地下水の水質測定計画に関する担当者会議出席（名古屋市） 
１１日 光化学スモッグ緊急時対策に関する説明会出席(名古屋市) 
１６日 地下水位調査 
２０日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

 「国連持続可能な開発のための教育の１０年」最終年会合支援市町村連絡 
会議 

２３日 一宮市環境審議会開催 
２４日 大気環境調査（～５月１６日） 

月間 悪臭関係工場の届出受付 
  大気汚染調査 

５月 １日 地下水位調査 
 ７日 再生可能エネルギー等導入推進基金事業に係る説明会（名古屋市） 
１４日 尾張地区環境行政連絡協議会連絡会議出席（名古屋市） 

 さわやかエコスタイルキャンペーン実施 （～１０月３１日） 
１５日 地下水位調査 
１６日 尾張西部環境保全連絡協議会総会及び協議会出席(稲沢市) 
１８日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

       自然環境関係事務研修会（名古屋市） 
２１日 環境基礎研修出席（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 
６月 １日 地下水位調査 

 大気関係政令市連絡会議（豊橋市） 
 ６日 日光川北今橋、板倉橋水質調査 

 主要河川水質調査＝尾張西部 
１１日 環境月間「県民のつどい」参加（名古屋市） 
１３日 尾張地域産業廃棄物不法処理防止連絡協議会出席(名古屋市)  

尾張地域環境保全連絡会議出席(名古屋市) 
１４日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」開催（中島小） 

 愛知県新幹線公害対策連絡会議出席（名古屋市） 
１５日 地下水位調査 

 水道法の一部改正等に伴う権限委譲に関する説明会（名古屋市） 
 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度説明会 

１８日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」開催（木曽川東小） 
１９日 環境月間講演会（名古屋市） 
２１日 省エネ・節電対策に係る県・市町村連絡会議（名古屋市） 

 愛知県フロン回収処理推進協議会総会出席(名古屋市) 
２７日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」開催（千秋東小） 
２９日 自動車面的評価説明会（名古屋市） 

月間 大気汚染調査 
７月 ２日 地下水位測定 

 ６日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」開催（浅野小） 
１０日 環境教育講座「緑のカーテンについて考えよう」開催（千秋南小） 

生物多様性国家戦略の改定に係る説明会（名古屋市） 

























































 大気関係の規制対象となる事業所・施設は次のような現況にある。 

 

   大気汚染防止法 

     ば い 煙 発 生 施 設   １７３事業所   ４３９施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設     ２事業所     ２施設 

     揮発性有機化合物排出施設    ２事業所     ４施設 

   県条例 

     ば い 煙 発 生 施 設    ３７事業所    ５８施設 

     粉 じ ん 発 生 施 設    ２０事業所    ３８施設 

     炭化水素系物質発生施設    ２２事業所    ２４施設 

 内容については、表－１４のとおりである。 

また、本市の一般粉じんに係る大気汚染防止法、県条例に基づく平成 24 年度の届出

状況は、表－１５、表－１６のとおりである。事業所への立入調査状況は、表－１７、

表－１８のとおりである。 

 

 



表－１4　大気関係施設の現況 平成２５年３月３１日現在

事業所数 施設数

 1．ボイラー 335

 5．金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉 3

11．乾燥炉 8

13．廃棄物焼却炉 11

29．ガスタービン 16

30．ディーゼル機関 58

31．ガス機関 8

計 173 439

粉じん発生施設   2．鉱物又は土石の堆積場 1

　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 1

計 2 2

  2．塗装施設 2

　　（吹付塗装を行うものに限る）

 5．印刷の用に供する乾燥施設 2

　　（グラビア印刷に係るものに限る）

計 2 4

  1．ボイラー 41

14．廃棄物焼却炉 1

32．金属製品の熱処理施設 1

33．繊維の表面加工の用に供する蒸絨施設 8

35のハ．粘着テープ又はフイルムの製造の用に供する

　　　　 　混合施設、溶解施設、乾燥施設及び焼付施設

35のホ．油脂又は油脂製品の製造の用に供する抽出

　　　　 　施設及び蒸溜施設

35のヘ．金属の表面加工の用に供する脱脂施設 3

44．ジクロロメタンを使用する脱脂・洗浄施設 1

計 37 58

  2．鉱物、土石又はチップの堆積場 1

　3．ベルトコンベア及びバケットコンベア 6

　4．破砕機・粉砕機・摩砕機及び研摩機 25

　5．ふるい 1

　6．打綿機及び混打綿機 2

　7．チッパー及び砕木機 2

　8．吹付け塗装機 1

計 20 38

炭化水素系物質発生施設 　2．ガソリンスタンドに設置されるガソリンの貯蔵施設 21 21

 

施　　　　　設　　　　　名

ばい煙発生施設

ばい煙発生施設

粉じん発生施設

1

（愛知県環境部資料）
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８．悪   臭 

 

概  況 

  臭気が悪臭苦情となって現れる要因は、その臭気の感知回数と継続時間が引きがねと

なり、臭気強度の変化や人間の感情という内的条件、時には利害などが関与して表面化

する場合が多い。 

  そして、一度表面化すると解決するまでに長時間を要し、防止対策に苦慮するものが

多い。 

  昭和 40 年代に環境汚染が社会の重大な関心を呼び、悪臭も生活環境阻害の因子とし

て受止められた。このため、悪臭防止法が公布（昭和 46 年６月１日）され、特定悪臭

物質の濃度にもとづく規制、発生源に対する防除技術の開発も行われている。しかし、

悪臭はほとんどが低濃度の物質の複合臭気であり、悪臭物質の 90％以上を除去しても人

の感覚では無臭とならず、完全な対策となると困難な面もある。 

  本市における平成 24 年度の悪臭苦情は 63 件であり、発生源の内訳は製造業 9 件、家

庭生活 8 件、農業 5 件などとなっている。 

  表－41 は、県条例に基づく本市における業種別届出であり、豚房施設 2 件、牛房施設

2 件、養鶏施設 3 件と、総全体の約 32％となっている。 





















 表－４７　地下水揚水規制

適 用 業 種

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

適 用 業 種

・・・・・・・・

・・・・・・・・

表－４８　井戸・揚水設備の届出状況 平成２５年３月３１日現在

S５９．６．５  地域指定

工 業 用 水 法

区　　　　分

許 可 工 場 ・ 設 備 数

井 戸

79

県 民 の 生 活 環 境 の
保 全 等 に 関 す る 条 例

（愛知県環境部資料）

工 場 等

64

揚 水 設 備

608

工 場 等

349

一宮市はじめ尾張１１市町村

経　　　　　　過

規　制　地　域

井 戸 の
許 可 基 準

規制内容 ス ト レ ー ナ ー の 位 置 １０ｍ以浅又は２，０００ｍ以深であること

吐 出 口 の 断 面 積 １９ｃ㎡以下であること

工業用途

工業用水法（昭和３１年法律第１４６号）

一 日 の 総 揚 水 量 ３５０ 以下であること

揚水設備の
許 可 基 準

みなし許可。ただし、１日当たり350 をこえるもので工業用、建築物用、温泉用、鉱業
用、工業用水道事業用は、第１規制区域ではS５１．１．１以後、第２規制区域ではS５２．
４．１以後総揚水量を２０％削減

ス ト レ ー ナ ー の 位 置

原 動 機 の 定 格 出 力 ２．２ｋＷ以下であること

第２　　〃　　　 　（一宮市等）

第３　　〃　　　 　（春日井市等）

既 設 の
経 過 措 置

１０ｍ以浅であること

１９ｃ㎡以下であること

吐出口の断面積１９ｃ㎡をこえるものは、水量測定器設置、揚水量報告義務そ　　　の　　　他

県民の生活環境の保全等に関する条例

S４９．９．３０  揚水規制

S５１．４．１　  地域拡大
経　　　　　　　　　過

吐 出 口 の 断 面 積

規制内容

一般家庭用を除く全用途

規　　制　　地　　域

      （工業用水法の指定
       地域を除く）

第１規制区域　　（稲沢市以南）













１１．ダイオキシン類 

 

概  況 

  ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等を図るため、「ダイオキシン類対

策特別措置法」が平成１１年７月に制定、平成１２年１月に施行された。 

  この法律は、ダイオキシン類に関する施策の基本となる基準、排出ガス及び排出水に

関する規制、廃棄物処理に関する規制、汚染状況の調査等を定めている。この法律によ

り、ダイオキシン類を発生し大気中に排出する施設やダイオキシン類を含む汚水又は廃

液を排出する施設として特定施設が定められ、特定施設を設置している者又は設置しよ

うとしている者は届出が義務づけられた。 

 

  平成２５年３月３１日現在の届出数は次のとおりであり、内容については、表―５１

のとおりである。 

   大気関係特定施設  １１事業所 １５施設 

   水質関係特定施設   ７事業所  ９施設 

 

 

表―５１ ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の届出状況 

平成 25 年 3 月 31 日現在 

施  設  名 事業所数 施設数 

大
気 

５．廃棄物焼却炉 １５

計 １１ １５

水
質 

１５．廃棄物焼却炉の廃ガス洗浄施設等 ７

１８．水質基準対象施設からの汚水等を処理する下水道終末処理施設 ２

計 ７ ９

                                                         （愛知県環境部資料） 

 

 

 

































































































（学識経験者） 

委 員   豊 島 半 七  一宮商工会議所会頭 

〃    田 嶋 清 智  一宮市町会長連区代表者連絡協議会会長 

〃    森 川 昌 樹  一宮市公民館長連絡協議会会長 

〃    野 口 良 樹  一宮市医師会会長 

〃    杉 本 重 雄  一宮地区薬剤師会会長 

〃    佐々木 澄 和  連合愛知尾張西地域協議会代表 

〃    堀 部 恵美子  一宮市地域女性団体連絡会会長 

 

 （関係官公署の代表者） 

委 員   石 川 康 夫  一宮警察署長 

〃    福 井 恒 司  一宮建設事務所長 

〃    伊 藤 裕 通  一宮労働基準監督署長 

〃    服 部 宏 之  尾張農林水産事務所一宮支所長 

〃    酒 井 秀 雄  尾張県民事務所環境保全課長 
 






































































